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 ２０２４(令和６)年３月１日 

 

島根労働局 

 局長 宮口 真二 様 

 

                                                日本労働組合総連合会 

                                                 島根県連合会 

                                                会 長  成相 善朗 

 

最低賃金行政および雇用安定・労働基準行政に関する要請書 

 

謹啓  貴職におかれましては、県民の雇用安定、県内労働者の権利確保のため、

日夜ご尽力されていることに対し敬意を表しますとともに、日頃より連合島根の諸

活動に格段のご高配を賜っておりますことに、厚く御礼申し上げます。 

わが国は構造的に生産年齢人口が減少の一途をたどっており、「人材の確保・定着」

と「人材育成」に向けた職場の基盤整備が重要です。産業全体で見ても人手不足感が

上昇し続けています。将来にわたり人材を確保・定着させ、わが国全体の生産性を高

めていくには、継続的な「人への投資」が重要です。最低賃金の課題をはじめ、雇用

形態の違い、障がいの有無、国籍の違い等を理由に労働者を低賃金で雇用することは

許されません。どこで働いていても、どのような就労形態であろうとも、賃金は少な

くとも生活できる水準を確保した上で、働きの価値に見合った水準であるべきと考え

ます。 

連合島根 2024春季生活闘争では、「みんなで賃上げ。ステージを変えよう」とした

スローガンのもと経済・賃金・物価も安定的に上昇する経済社会へとステージ転換を

図る取り組みを展開しています。消費者物価上昇率が賃金上昇率を上回り、実質賃金

が低下している中にあって連合島根は定期昇給に賃金改善を加えた５％以上の要求

を示し構成組織とともに春季生活闘争に取り組んでいます。島根県内の中小企業にお

ける賃上げの環境整備は大きな課題であり、社会対話を積極的に行いながら労務費の

適切な価格転嫁を実現していきたいと考えます。 

地域経済の活性化と県民労働者の生活安定のためには、政労使の真摯な協議と相互

協力が不可欠であり、引き続き島根労働局、県行政、経営者団体との連携を図り取り

組みを進めていく所存です。 

  つきましては、県内労働者の処遇改善、雇用安定維持等に関して貴局所管の下記の

施策について充実を図られるよう要請します。                            敬白 
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記 

１．最低賃金制度について 

最低賃金近傍で働いている方の多くは非正規労働者である。依然として労働者の

４割を占める非正規労働者の労働条件改善は急務であり、最低賃金制度がもたらす

影響は益々大きくなっている。2023年は、ランク区分の見直しにより３ランク制

へと改変されて初めての審議となった。Ｂランクとなった島根県では中央から示さ

れた引き上げ目安となる「４０円」を大きく上回る全国一の引き上げ額「４７円」

で結審し、島根県の最低賃金は時間額９０４円となった。中央との格差が一定縮ま

る最賃額が決定されたことについては評価している。しかしながら、中央と地域間

格差を是正していく目的を掲げた新ランクでの目安額において、ＡからⅭへと傾斜

がつけられ示されたことは労働者として、また地方として理解しがたく中央最低賃

金審議会におかれては、より地域間格差の縮小を鑑みた審議を要請するものである。 

産業別最低賃金については、産業における公正競争を確保し、公正な賃金決定に

資するという産業別最低賃金の意義と目的を今一度認識し、その役割を発揮できる

審議会の環境整備にあたられること。 

また、賃金の最低額を保障するセーフティネットとして充分に機能するように、

最低賃金制度の改正周知および監督指導について、より一層の強化を図るとともに、

違反事業所の摘発や、業務改善助成金をはじめとする各種制度の周知と中小企業支

援策による生産性向上の展開等により制度の実効性を高められたい。 

 

２．雇用の維持・安定について 

島根県においては、若年層の県外流出による人口減少や少子高齢化の進行によ 

 る生産年齢人口の減少という問題に直面しており、就労者人口の確保は喫緊の課

題である。とりわけ若年層の労働力人口減少が大きく、将来の本県産業を支える

人材確保の観点から産業振興を支える人への投資が不可欠である。安定した雇用

基盤を整備していくことが急務であることから、求人と求職のマッチング状況に

ついて調査を実施し、島根県・経営者団体・中小企業団体はもとより各教育機関

との連携を図りつつ県内就職機会の向上に向け、地域を挙げた取り組みを引き続

き強化されること。 

 また、技能実習をはじめとした県内に就労する外国人人材に対する的確な情報

収集と発信をお願いしたい。人権を守ることはもとより、適正な就労環境と処遇

が保たれるよう島根労働局として監督されたい。 

 

３.働き方改革の推進について 

  働き方改革は働く人の視点に立ち、柔軟な働き方が選択できることを目指し 

推進されてきたものと考える。「長時間労働の是正」「有給休暇の確実な取得」 

  「同一労働同一賃金」など法整備も含めて社会構造の転換を図ってきたところで

あるが、すべての業種に対する対応は目前に迫っている。今一度島根県で働くす

べての労働者への環境を検証し、真の働き方改革となる様取り組みを図られるこ
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と。 

   (1)島根県の総実労働時間は、長期にわたり全国平均を上回っている。過重労

働抑制・過労死等の防止の観点からも県内労働者の安心安全な環境整備に努

められたい。 

   (2)３月末で時間外労働時間の上限規制が猶予されてきた業種の猶予期間が終

了する。法に基づいた適正な運用が図られるとともに、働き方改革の一環と

して監督指導に努められたい。  

 

４.適切な価格転嫁と持続的な賃上げによる地域経済の発展について 

島根県政労使会議において県内９つの組織代表者による「共同宣言」が採択さ

れた。物価高騰によるコスト上昇分を取引価格に反映し、労務費を含む価格転嫁

を進めることが地域経済の発展につながる。サプライチェーン全体の事業の共存

共栄のため、県内のパートナーシップ構築宣言企業の普及拡大について推進され

るとともに、持続可能な経済発展に向けた労働環境整備に努められること。 

 

５．労働監督行政の充実と強化 

定期監督実施状況を見ても依然として高い違反率で推移している。違反事業所

を一掃すべく以下の点について監督指導の一層の強化を図ること。 

（1）最低賃金制度の改正周知および監督指導について一層の強化を図るととも

に、違反事業所の摘発等により制度の実効性を高めること。  

(2)県内の労働災害防止について、高年齢労働者の労働安全衛生などの現状を踏

まえ、監督および指導強化を強く要請する。 

 

６．労働局の労働相談について  

連合本部・連合島根で設置している「労働相談ダイヤル」には、多くの相談が

よせられている。近年雇用契約に関するものと、各種ハラスメントに関する相談

が大半を占めている。 

（1）ハローワークをはじめとする就労支援において求人・求職の双方に対して、

就労後の雇用契約（口約束でない雇用契約書）の締結について指導を強化

されること。 

（2）使用者のみならず労働者においてもハラスメント防止意識向上のための対

応が何よりも求められる。島根労働局におかれてもハラスメント防止に関す

る啓発に積極的に努められること。また、連合島根との連携継続についても

お願いする。 

                              以 上 

 


